
申込金額が500万を超える場合は、

◎日本政策金融公庫せいえい融資の「一般設備貸付」を申し込む方は

　申込設備資金の金額が500万円を超える場合は、公益財団法人 香川県生活衛生営業指導センター

理事長の推薦書が必要です。

常時使用する従業員の数が5人（旅館業及び興行場営業にあたっては20人）以下の
会社または個人の方がご利用いただけます。
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